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　不正競争防止法における営業秘密の刑事的保護法制については、平成15年法改正で制度が導入されて
以来、平成17年改正、平成18年改正、平成21年改正、平成23年改正、平成27年法改正と進んで保護が手厚
くなった。それとともに、営業秘密の刑事事件についての裁判例の蓄積も徐々に進んできているように
見える。
　今回は、この刑事裁判例について、一つ、自動車商品企画情報事件を採り上げて検討してみることと
したい。
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第一、当該事件と裁判内容について
１．事案の概要
（１）公訴事実第１について（公訴事実１）

Ｙは、自動車の開発、製造、売買等を業とす
るＡ株式会社（日産株式会社＝Ａ）に商品企画
本部所属の従業員として勤務し、同社の自動車
の商品企画に関する情報等を、同社のサーバー
コンピュータに保存されたそれらの情報にアク
セスするためのＩＤ・パスワードを付与されて、
示されていた者である。

罪となるべき事実１としては、Ｙ方において、
Ｙが、不正の利益を得る目的で、Ａ社から貸与
されていたパーソナルコンピュータ（ＰＣ）を
使用して前記サーバーコンピュータにアクセス
し、あらかじめ同ＰＣに保存していた前記自動
車の商品企画に関する情報などであるデータ
ファイル８件（データファイル１〜８）等が含
まれたフォルダを同パーソナルコンピュータか
ら自己所有のハードディスクに転送させて同
データファイルの複製を作成して、その営業秘
密の管理に係る任務に背き、営業秘密を領得し
たとする事案である。

罪となるべき事実２としては、Ａのαセン
ターにおいて、不正の利益を得る目的で、同社
から貸与されていた前記ＰＣを使用して前記
サーバーコンピュータにアクセスし、前記自動
車の商品企画に関する情報などであるデータ
ファイル４件（データファイル９〜12）等が含
まれたフォルダを同サーバーコンピュータから
自己所有のハードディスクに転送させて同デー
タファイルの複製を作成し、その営業秘密の管
理に係る任務に背き、営業秘密を領得したとす
る事案である。

（２）公訴事実第２について（公訴事実２）
同じくＹは、Ａが、Ａのβセンター事業所に

おいて、同社の自動車製造工程等に関する情報
などであって公然と知られていない教本（本件
教本）につき、βセンター事業所に立ち入るた
めのＡ社社員証を付与された上、本件教本の一
部を複写し、これを占有するなどして示されて
いた者であるが、同日頃から同年11月13日まで
の間、不正の利益を得る目的で、前記教本の一

部を複写したものをＢ株式会社（Ｂ＝Ｙの転職
先）γ工場に持ち込むなどして横領し、もって
その営業秘密の管理に係る任務に背き、営業秘
密を領得したとする事案である。

２．争点
公訴事実１における、罪となるべき事実１、２、

および、公訴事実２のすべてに対し、Ｙおよび弁
護人はいずれも無罪を主張している。つまり罪と
なるべき事実を一部否認し、争点化されている。
争点については以下のとおりとなっている。

（１）公訴事実１について
①営業秘密性

データファイル３〜８及び12に係る情報に
ついて不正競争防止法における営業秘密性。
さらに詳しくいえば、データファイル３〜８
及び12に係る情報の秘密管理性、データファ
イル４、８、12に係る情報の有用性、データ
ファイル８に係る情報の非公知性である。

②営業秘密性についての認識・不認識（故意の
存在・不存在）等

データファイル３〜８及び12に係る情報に
ついての営業秘密性を認識していたか、認識
できる余地もなかったかどうか。（なお、前者
については故意の要件に該当すると解される
が、後者については秘密管理性の要件に該当
し、上記（１）①の問題に帰着すると解される。）

③主観的要件（不正の利益を得る目的）の存在・
不存在

データファイル１〜12を複製した際、Ｙに、
不正の利益を得る目的があったかどうか。

（２）公訴事実２について
本件教本について、秘密管理性、有用性、非

公知性をすべてについて充足するかどうか（結
果、営業秘密に該当するかどうか）、領得の故
意を欠くかどうか、不正の利益を得る目的が存
在するかどうか。

３．判旨
公訴事実１について有罪。懲役１年執行猶予３

年（罰金なし）。
公訴事実２について無罪。


